
令和８年度山陽小野田市認知症カフェ事業受託者募集要項 

 

１ 趣旨 

  この要項は、介護保険法に規定する地域支援事業における包括的支援事

業のうち、認知症カフェ事業について、当該事業の目的を効果的に達成す

ることができる事業者を選定するために、受託者の募集に関して必要な事

項を定めるものとする。 

２ 事業内容 

  認知症の人及びその家族の居場所づくり、地域住民や専門職等との交流、

認知症についての相談や情報提供、認知症の正しい理解への普及啓発など

を目的とした「認知症カフェ」を開設し運営する。 

３ 募集事業者数 

  ６事業者（このうち新規事業者は４事業者を上限とする） 

各中学校区に 1 事業者までとするが、応募事業者数が６事業者に満たな

い場合は、この限りではない。 

４ 委託期間 

  委託契約締結日から令和９年３月３１日まで 

５ 業務委託料 

  業務委託料は、新規事業の場合は年額１５万円、継続事業の場合は年額

５万円を上限とする。委託期間満了後、委託料の精算額が委託料の金額を

下回っていたときは、当該精算額をもって委託料とする。 

 但し、業務委託料は委託期間に応じて上限額を減額する。 

６ 募集要件 

  この事業を実施する団体は、次に掲げる要件のいずれにも該当する団体

とする。 

（1）市内に所在していること。 

（2）認知症に関する知識を有しており、認知症の人及びその家族に対して適

切な対応ができること。 

（3）宗教活動又は政治活動を主たる活動とした団体でないこと。 

（4）山陽小野田市暴力団排除条例（平成２３年山陽小野田市条例第１８号）



第２条に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。 

（5）適切な事業運営が確保されると認められること。 

（6）概ね３年以上の継続運営が可能であること。（感染症拡大防止のための

運営休止は継続運営と認める） 

（7）市税等を滞納していないこと。 

７ 募集受付期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで（随時募集する） 

８ 募集要項等の配布 

  山陽小野田市公式ホームページに掲載、または高齢福祉課窓口で配布す

る。 

９ 応募に必要な提出書類及び提出方法 

  提出書類は次の（１）から（５）とし、高齢福祉課窓口へ募集受付期限ま

でに持参するものとする。 

（1）山陽小野田市認知症カフェ事業受託申請書（様式第１号） 

（2）山陽小野田市認知症カフェ事業実施計画書（様式第２号） 

（3）収支計画書（任意様式） 

（4）団体の概要及び活動内容がわかる書類（任意様式） 

（5）設置場所図面（任意様式） 

１０ 事業者の選定 

（1）事業者の選定は、山陽小野田市認知症カフェ運営委託事業者選考委員会

において審査を行う。選考委員会は、山陽小野田市社会福祉協議会会長、

山陽小野田市高齢者保健福祉推進会議会長、福祉部長、福祉部次長及び

福祉部高齢福祉課長で構成する。 

（2）審査方法は下記項目について、提出された書類により審査を行う。 

 

審査項目 審査基準 

運営計画 収支計画は具体的である 

事業内容は適切である 

継続運営が可能と思われる 



開催頻度は定期的かつ適切である 

開催日程について周知方法は適切である 

施設 主たる実施場所は適切である 

人員 スタッフの人員は適切である 

必要時専門職への派遣や連携方法を考慮してい

る 

地域性 認知症の人や家族、地域住民が気軽に立ち寄りや

すい環境である 

カフェの実施 開催内容が事業の目的として適切である 

（3）適否の基準は、審査員の採点が平均５１点未満となった事業者は不採用

とする。但し、応募事業者が６事業者以上の場合で、同じ中学校区に審査

員の採点平均点が５１点以上の者が複数いるときは、採点平均点の高い

者を採用とする。 

 

（4）選定結果は、各応募団体へ書面で通知する。 

１１ その他 

  提出書類は返却しない。 

 

 

 

 

 

 


